経営安定関連保証４号

	問１：　本制度認定の際には、原則として災害等の影響を受けた後、最近１か月間の売上高又は販売数量を把握する必要があるが、１か月間の売上高等の集計が完了するまで認定は行えないのか。


令和６年１０月１日一部改正（同年１２月１日より適用）

答：　原則として、１か月間の集計完了した売上高等を指している。ただし、災害等の影響により事業を停止していること等、売上高等の集計が完了している時点以降売上高等が増加せず前年同月比で売上高等減少要件を満たす蓋然性が高いと認められる場合については、災害発生時から認定申請までの売上高等を月換算し算出した数字をもって認定を検討することも可能と想定している。


	問２：　「売上高等」を前年と比較する際、災害等の影響により前年同月あるいは前年同期の売上高等が著しく低かった場合、そうした影響を考慮した上で認定することは可能か。


令和６年１０月１日追加（同年１２月１日より適用）

答：　災害、大型倒産、予期せぬ事故等の特殊事情に起因するもので、営業日数の制限等により著しい売上高等の減少が決算書等により客観的に確認できる場合であれば、認定にあたり考慮することは可能。
著しい売上高等の減少については、前年同月の売上高等あるいは前年同期の月平均売上高等が①特殊事情が発生した事業年度の確定した決算における月平均売上高等又は②特殊事情が発生する直前の事業年度の確定した決算における月平均売上高等と比べて２０％以上減少していることを目安とされたい。
なお、上記のような場合には、基本的に前年より前の同月又は同期との比較により認定を行うことを想定している（直近１か月については、前年同月の先月あるいは翌月との比較をすることも可能。ただし、見込２か月を含む３か月間の比較においては、前年前の同期との比較となる。）


	問３：　売上高等の減少要件について、災害発生から１年を超える場合であっても前年同期比で判断すればよいか。


平成３１年４月１日付改正、令和６年１０月１日一部改正（同年１２月１日より適用）

答：　本制度は災害発生に起因して経営に支障が生じている中小企業者を救済するための制度であり、災害が事業者の経営に如何に支障を生じさせているかを判断することが重要。
そのため、災害発生から１年以上が経過している場合には、災害、大型倒産、予期せぬ事故等の特殊事情に起因するもので、営業日数の制限等により著しい売上高等の減少が決算書等により客観的に確認できる場合であって、中小企業者の事業活動に明らかな支障を来たしていたと判断できるケースであれば、災害発生直前の同期との比較で判断することとすることを想定している。
著しい売上高等の減少については、前年同月の売上高等あるいは前年同期の平均売上高等が①特殊事情が発生した事業年度の確定した決算における月平均売上高等又は②特殊事情が発生する直前の事業年度の確定した決算における月平均売上高等と比べて２０％以上減少していることを目安とされたい。
（例）令和４年９月に災害が発生した後、令和６年６月に認定の申請があり、令和６年５月が最近１か月に該当する場合は、令和５年５月の売上高等が令和４年度又は令和３年度の決算における月平均売上高等と比べて２０％以上減少していれば、令和６年５月の実績と令和４年５月の実績を比較した上で、令和６年５月の実績、同６月～７月の見込みと令和４年５月～７月の実績を比較して認定を行う。


	問４：　指定地域内と指定地域外にそれぞれ事業所を有する中小企業者の場合、認定要件である「売上高等の減少」について、指定地域内の事業所のみの売上高等と当該中小企業者全体の売上高等のいずれにより判断するのか。


平成３１年４月１日付追加

答：　当該中小企業者全体の売上高等により判断することを想定している。


	問５：　事業継続要件（指定地域にて１年間以上継続して事業を行っていること。）の扱いはどのようになるのか。


令和６年１０月１日追加（同年１２月１日より適用）

答：　創業者要件を告示に規定したことを踏まえ、認定要件としては問わないこととする。ただし、中小企業者の売上高等の減少が、災害等によるものではなく、単なる事業所移転に伴うものであるような場合（災害等の発生前の事業所移転後から売上高等が低迷している場合等）については、災害等の影響を受け経営の安定に支障が生じているものか慎重に判断されたい。


	問６：　認定の申請があった月の売上高等については、実績又は見込みのいずれとみればよいか。


平成３１年４月１日付追加、令和６年１０月１日一部改正（同年１２月１日より適用）

答：　申請月における売上高等については、原則として実績１か月を採用することを想定している。ただし、問１のケースにおいては、当該月のその後の期間における見込み売上高等を含め実績としてみることを想定している。


	問７：　創業後１年１か月を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない場合は、認定は可能か。


令和６年５月１日付追加、令和６年１０月１日一部改正（同年１２月１日より適用）

答：　認定を可能とする。
業歴１年１か月未満の場合は、原則として以下の基準をもって認定をして差し支えない。
[bookmark: _Hlk164689886]　（１）災害等が発生した月の直前の３か月において売上高等がある場合
最近１か月（※１）の売上高等が災害等が発生した月の直前の３か月の平均月売上高等（※２）に比して２０％以上減少しており、かつ、その後２か月間を含む３か月間の売上高等が災害等が発生した月の直前の３か月の売上高等（※３）に比して２０％以上減少することが見込まれること。

　（２）災害等が発生した月の直前の３か月において売上高等がない場合
最近１か月（※１）の売上高等が災害等が発生した月以後３か月の平均月売上高等（※４）に比して２０％以上減少しており、かつ、その後２か月間を含む３か月間の売上高等が災害等が発生した月以後３か月の売上高等（※５）に比して２０％以上減少することが見込まれること。

※１　最近１か月の売上高等と各比較対象期間との比較が適当では無い場合にあっては、例えば最近６か月間の平均と各比較対象期間とを比較するなど、弾力的な運用を行なって差し支えない。

※２　災害等が発生した月の直前の３か月の平均月売上高等については、「災害等が発生した月の直前の３か月間」に限るものとする（ただし、売上高等がない月がある場合、当該月を除いた平均月売上高等を用いる）。

※３　災害等が発生した月の直前の３か月の売上高等については、「災害等が発生した月の直前の３か月間」に限るものとする（ただし、売上高等がない月がある場合、当該月を除いて平均した売上高等に３を乗じる）。

※４　災害等が発生した月以後３か月の平均月売上高等については、「災害等が発生した月を含めた３か月間」に限るものとする（最近１か月以降の月、売上高等がない月、当該３か月平均と比較して売上高等が著しく低い月がある場合、当該月を除いた平均月売上高等を用いる）。

※５　災害等が発生した月以後３か月の売上高等については、「災害等が発生した月を含めた３か月間」に限るものとする（最近１か月以降の月、売上高等がない月、当該３か月平均と比較して売上高等が著しく低い月がある場合、当該月を除いて平均した売上高等に３を乗じる）。


	問８：　創業時点はどのような書類をもって確認が可能か。


令和６年５月１日付追加

答：　法人であれば法人謄本（履歴事項全部証明書）、個人であれば開業届や許認可証などによって確認することを想定している。


	問９：　事業開始後、施設の建設等が長期に亘るなど、売上が実際に発生したのは数か月前で、前年は売上がたっていないため前年との比較ができないが、事業開始（法人設立日や個人開業日から）から１年１か月以上経過している場合は、問７の基準を用いて認定することはできないのか。


令和６年５月１日付追加

答：　前年以降、施設の建設等や準備などにより、前年の売上がないが、その後売上が伸びている場合は、売上高等が前年と比較することが困難な事業者として取り扱い、問７の要件を充足している場合は認定をすることができる。

※　なお、本取扱いにて対応する際には、法人設立後や開業後に売上高が計上できない期間が継続していることにつき、ヒアリング等により確認することが望ましい。


	[bookmark: _Hlk166162937]問１０：　前年等以降、店舗や工場、支店等の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等の設備投資などにより企業が成長していることにより、現在の企業全体の売上高等と、前年等の売上高等を比べることが適当でない場合も認定を行うことはできないのか。


令和６年５月１日付追加、令和６年１０月１日一部改正（同年１２月１日より適用）

[bookmark: _Hlk166163099]答：　認定を可能とする。
災害の影響を受け、経営の安定が支障を生じているにも関わらず、前年等以降、店舗や工場、支店等の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等の設備投資などによって、売上高等の前年等比較では認定が困難な事業者については、原則として問７の基準をもって認定をして差し支えない。


	[bookmark: _Hlk166163129]問１１：　前年等以降、取引先拡大や新分野進出による業務の拡大、従業員数の増加などによって成長しており、売上高等の前年等比較は著しく適当でない場合は、問７の認定基準をもって認定しても差し支えないか。


令和６年５月１日付追加

答：　設問の例のとおり、売上高等が増加していることが確認でき、単純な前年等比較では不適当な場合には、問７の認定基準をもって認定しても差し支えない。

[bookmark: _Hlk172729224]※　なお、前年等と比較することが相当でないことの確認のため、申請者の売上高等が増加していることについてヒアリング等により確認することが望ましい。


	[bookmark: _Hlk176944764]問１２：　発災直前三月間において売上高等があり、店舗の増加等が発災以降に行われているため、最近１か月の売上高等が表見上は増加しているが実態は災害等の影響により経営の安定に支障が生じている場合について、問７（２）の基準をもって認定を行ってよいか。


令和６年１０月１日追加（同年１２月１日より適用）

答：　認定不可。当該基準は、あくまで発災直前三月間において売上高等を有していない者に係るものである。
一方で、問のような場合、発災後かつ店舗の増加等を行う前における直近１か月及びその後２か月を含む売上高等を発災直前三月間と比較すること等での認定の検討を行うことについては、災害等を受けた中小企業者に対する支援の観点から妨げるものではない。
ただし、申請時点において自然災害等による影響が解消されていないこと（比較対象とした月以降も経営の安定に支障が生じており、今後も継続する見込みであること）について、例えば、店舗別の売上実績及び売上見込の提出を求め、既存店舗について、売上が減少している等、何らかの挙証書類をもって経営の安定に支障が生じていることの確認を行うことを想定している。
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